
 

報告第 10 号 

 

小城市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱について 

 

 このことについて、別紙のとおり報告する。 

 

  平成 26 年６月 26 日 

 

小城市教育委員会 教育長 今村 統嘉 

 

 報告理由 

  消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、

子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として

実施する子育て世帯臨時特例給付金を支給する要綱を制定しました

ので報告をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

小城市告示第 52 号 

 

小城市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を

緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時

的な給付措置として実施する子育て世帯臨時特例給付金を支給する

ことに関し、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(１) 子育て世帯臨時特例給付金 前条の目的を達するために、小城

市（以下「市」という。）によって贈与される給付金をいう。 

(２) 支給対象者 別紙に掲げる子育て世帯臨時特例給付金が支給

される者をいう。 

(３) 対象児童 別紙に掲げる者をいう。 

（子育て世帯臨時特例給付金の支給等） 

第３条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子

育て世帯臨時特例給付金を支給する。 

２ 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例

給付金の金額は、対象児童１人につき１万円とする。 

（申請受付開始日及び申請期限） 

第４条 子育て世帯臨時特例給付金に係る市の申請受付開始日は、次条

第２項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。 

２ 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められ

た申請受付開始日のうち最も早い日から６か月とする。 

（申請及び支給の方式） 

第５条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとする者（以下「申

請者」という。）は、別紙の規定に基づき、子育て世帯臨時特例給付

金申請書（請求書）（様式第１号又は様式第２号）（以下「申請書」と

- 1 -



 

いう。）により申請を行う。 

２ 申請者による申請及び市による支給は、次に掲げる方式のいずれか

により行う。この場合、第３号に掲げる申請方式は、申請者が金融機

関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居

住していることその他第１号又は第２号に掲げる方式による支給が

困難な場合に限り行う。 

 (１) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が

申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式 

(２) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請

者から通知された金融機関の口座に振り込む方式 

(３) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓

口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより

支給する方式 

３ 市長は、第１項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証

明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者

の本人確認を行う。 

（代理による申請） 

第６条 代理により前条第１項の申請を行うことができる者は、当該申

請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方

法により適当と認める者とする。 

（支給の決定） 

第７条 市長は、第５条第１項の規定により提出された申請書を受理し

たときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者

に対し、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。 

（子育て世帯臨時特例給付金の支給等に関する周知） 

第８条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給事業の実施に当たり、

支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事

業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第９条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対

象者から第４条第２項の申請期限までに第５条第１項の申請が行わ
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れなかった場合、当該支給対象者が子育て世帯臨時特例給付金の支給

を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 市長が第７条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備によ

る振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の

補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により

支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。 

（不当利得の返還） 

第１０条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対

象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により

子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子

育て世帯臨時特例給付金の返還を求める。 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１１条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、

又は担保に供してはならない。 

（その他） 

第１２条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成 26 年４月１日から施行する。 
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別紙（第２条、第５条関係） 

１ 支給対象者 

 (１)  子育て世帯臨時特例給付金は、平成 26 年１月分の児童手当法

（昭和 46 年法律第 73 号）による児童手当（同法附則第２条第１項

の給付を含む。以下「児童手当」という。）の支給を受ける者であっ

て、その平成 25 年の所得が同法第５条第１項に規定する政令で定め

る額に満たないものに対して支給する。 

 (２)  (１)に規定するほか、子育て世帯臨時特例給付金は、次のいず

れかに該当する児童（15 歳に達する日以後の最初の３月 31 日まで

の間にある児童をいう。以下同じ。）に係る平成 26 年２月分の児童

手当の支給を受ける者であって、その平成 25 年の所得が児童手当法

第５条第１項に規定する政令で定める額に満たないものに対して支

給する。 

① 平成 26 年１月１日（以下「基準日」という。）に出生し、同日

において住民基本台帳に記録されているもの 

② 基準日に国外から転入（住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81

号）第 22 条第１項に規定する転入をいう。３の(２)の①におい

て同じ。）をしたことにより、同日において住民基本台帳に記録

されているもの 

 (３)  (１)及び(２)の規定にかかわらず、子育て世帯臨時特例給付金

は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲

げる者に対して支給する。ただし、既に(１)又は(２)に規定する者

に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定されている場合及

びこの(３)の規定により子育て世帯臨時特例給付金を支給される者

（同表の①及び③の右欄に掲げる者に限る。）に係る(１)又は(２)

に規定する者の平成 25 年の所得が児童手当法第５条第１項に規定

する政令で定める額以上である場合には、この限りでない。 

① (１)又は(２)に規定する者が死亡した場

合（この(３)の規定により子育て世帯臨時特

左欄に掲げる者が

死亡した日の属す
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例給付金を支給される者が、当該者に対して

子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定さ

れる日までの間に死亡した場合を含む。） 

 

る月の翌月分の当

該者の対象児童に

係る児童手当の支

給を受ける者その

他これに準ずるも

のとして適当と認

められる者 

② ２の対象児童が児童手当法第３条第３項

に規定する施設入所等児童であることを

(１)又は(２)に規定する者に子育て世帯臨

時特例給付金を支給する市町村（特別区を含

む。以下同じ。）が把握した場合 

左欄に掲げる施設

入所等児童 

③ (１)又は(２)に規定する者からの暴力を

理由に避難し、当該者と生計を別にしている

当該者の配偶者（現に２の対象児童を監護

し、かつ、これと生計を同じくする者に限

る。）が市に避難している場合において、市

に対して当該対象児童に係る児童手当法第

７条第１項の規定による認定の請求（同法附

則第２条第３項において準用する場合を含

み、当該配偶者が監護し、かつ、生計を同じ

くする全ての対象児童が 15 歳に達する日以

後の最初の２月 28 日を経過した日以後であ

る場合にあっては、子育て世帯臨時特例給付

金の支給を受けるための当該認定の請求と

同様の請求を含む。３の(２)の⑥において同

じ。）をし、市による当該認定の請求に関す

る通知が(１)又は(２)に規定する者に対し

て子育て世帯臨時特例給付金を支給する市

町村に到達した場合（当該(１)又は(２)に規

左欄に掲げる当該

者の配偶者 
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定する者に対して子育て世帯臨時特例給付

金を支給する市町村が市であるときは、当該

認定の請求を受けた場合） 

２ 対象児童 

  １の(１)に規定する者に支給される子育て世帯臨時特例給付金の対

象児童（子育て世帯臨時特例給付金の支給額の算定の基礎となる児童

をいう。以下同じ。）は当該者に支給される平成 26 年１月分の児童手

当に係る児童、１の(２)に規定する者に支給される子育て世帯臨時特

例給付金の対象児童は当該者に支給される同年２月分の児童手当に係

る児童（１の (２)の①又は②に掲げる児童に限る。）とする（１の(3)

の表の①から③までの右欄に掲げる者に支給される子育て世帯臨時特

例給付金の対象児童については、これを準用する。）。ただし、対象児

童が次の①から⑦までに掲げる場合のいずれかに該当するときは、こ

の限りでない。 

 ① 基準日から子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日まで

の間に死亡した場合 

 ② 臨時福祉給付金の支給対象者である場合 

 ③ 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６条第１項に規定する被

保護者（基準日に保護が停止されていた者及び平成 26 年１月２日か

ら同年３月 31 日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除

く。）である場合 

④ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律（平成６年法律第 30 号）による支援給付（以下この

④において「支援給付」という。）の受給者（基準日に支援給付の支

給が停止されていた者及び平成 26 年１月２日から同年３月 31 日ま

での間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。）で

ある場合 

⑤ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成 20 年法律第 82

号）第 15 条第２項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の

受給者（援護加算（ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行

規則（平成 21 年厚生労働省令第 75 号）第７条第３項に規定する援
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護加算をいう。以下この⑤において同じ。）の受給者に限り、基準日

に援護加算の認定を停止されていた者及び平成 26 年１月２日から

同年３月 31 日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止され

た者を除く。）である場合 

⑥ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第 19 条の規定による

援護（以下この⑥において「援護」という。）を受けている者（基準

日に援護が停止されていた者及び平成 26 年１月２日から同年３月

31 日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。）であ

る場合 

⑦ 子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日において、日本

の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法第 30 条の 45 の表の

上欄に掲げる者に該当しない場合  
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３．申請額・請求額

（４．受取方法にＢ・Ｃを選択した場合は、本人確認書類の写しを添付してください）

（1）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件に該当します。

（6）給付金の支給後、平成25年度の所得額が変更となり児童手当の所得制限限度額以上になった場合など、子育て世帯臨時特例給付金の支給要件に

（2）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件の該当性等を審査するため、小城市が必要な税情報等（２．の児童の扶養者の情報等を含みます。）の
　　公簿等の確認を行うことや必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。
（3）公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
（4）この申請書は、小城市において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。
（5）小城市が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、小城市が定める期間までに、申請・請求
　  者に連絡・確認できない場合には、小城市は当該申請が取り下げられたものとみなします。

振込先金融機関口座確認書類

写し　貼付け

※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュカードの写し

「誓約・同意事項」

申請内容確認書類

写し　貼付け

　  該当しないことが判明した場合には、子育て世帯臨時特例給付金を返還します。
　  また、市町村民税（均等割）非課税になった場合「臨時福祉給付金」申請書の送付を希望します。

※運転免許証、健康保険証、旅券（パスポート）、住民基本台帳カード等の写し

（児童手当の振込口座以外を記載した場合は必ず添付してください）

（ フ リ ガ ナ ）
ご
記
入
く
だ
さ
い

ど
ち
ら
か
１
つ

金 融 機 関 名 支 店 名 分類
口 座 番 号

（右詰めでお書きください） 口 座 名 義
1.銀行

1普通本・支店

本・支所

2当座出張所
□

2.金庫
6.漁協

3.信組
7.信漁連

4.信連

5.農協

1銀行 通帳番号

対象児童数 申請額・請求額

※対象児童１人につき１万円になります。（詳細は記入要領を参照してください。）

□Ｂ　指定の金融機関口座（原則、１．申請・請求者の口座とします。）への振込を希望

□Ａ　児童手当振込口座への振込を希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

の

□Ｃ　現金による支給を希望
（金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方のみとなります。）

人 万円

４．受取方法（希望する受取方法のチェック欄□に『 』を入れて、必要事項を記入してください。）

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

【受取口座記入欄】児童手当振込口座以外の口座を指定する場合のみ記入してください。

　　※Ｂを選択した場合（児童手当振込口座と異なる口座を希望する場合）は振込先金融機関口座確認書類を添付して下さい。

□ ゆうちょ
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市区町村長殿

 明治・大正・昭和・平成

年 月 日 電話　　　　　　（　　　　　　）

＊記名押印に代えて署名することができます。

※裏面の事項(１)～(６)に誓約・同意の上、申請します。

※同居・別居の別については平成26年1月1日時点の状況を選択してください。

※ここでの「扶養親族等」とは税法上の扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者です。

対象児童の中に申請・請求者の扶養親族に「非該当」の方がいる場合、その児童を扶養している方について記入してください。

＊記名押印に代えて署名することができます。

※対象児童１人につき１万円になります。（詳細は記載要領を参照してください。）

様式第２号（第５条関係）

男・女
 

所属庁 住所　（平成26年1月1日時点の住民票所在地）
※現住所と同じ場合は記入不要

２．対象児童等

子育て世帯臨時特例給付金　申請書（請求書）

平成26年1月1日時点の住民票所在市区町村

１．申請・請求者 記入日 平成　　年　　月　　日

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生年月日 現住所

氏　　　　　名

1 男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別
該当
・

非該当

平成26年1月分の児童手当の支給対象児童等（※）について記入してください。
※「支給対象児童等」の範囲については記載要領を参照してください。

№
（　フ　リ　ガ　ナ　）

続　柄 性　別 生　年　月　日
同居・別居
の別

申請者の
扶養親族等に
該当するか

住所（別居の場合のみ記入）
氏　　　　　名

3 男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別
該当
・

非該当

2 男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別
該当
・

非該当

5 男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別
該当
・

非該当

4 男 ・ 女 平成　　年　　月　　日 同 ・ 別
該当
・

非該当

３．申請額・請求額

明治・大正・昭和・平成

　　　　年　　　月　　　日 

明治・大正・昭和・平成

　　　　年　　　月　　　日 

（この場合、上記１．の申請・請求者が子育て世帯臨時特例給付金を受給するに当たり必要となる審査のため、下記の方はそれぞれ裏面
（２）及び（３）に誓約・同意するものとします。）

対象児童
№

（　フ　リ　ガ　ナ　）

生　年　月　日
対象児童
との続柄

住所　（平成26年1月1日時点の住民票所在地）
氏　　　　　名

（裏面も確認してください。） （日本工業規格Ａ列４番）

対象児童数 人 申請額・請求額 万円

市区町村

受付印

公務員
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４．受取方法（希望する受取方法のチェック欄（□）に『 』を入れて、必要事項を記入して下さい。）

□Ａ　添付の証明書に記載されている児童手当振込口座への振込を希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

振込先金融機関口座確認書類を必ず添付してください。

□Ｂ　指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込を希望

振込先金融機関口座確認書類を必ず添付してください。

【受取口座記入欄】児童手当振込口座以外の口座を指定する場合のみ記入してください。

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

（　フ　リ　ガ　ナ　）

口　座　名　義

（１）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件に該当します。
（２）子育て世帯臨時特例給付金の支給要件の該当性等を審査するため、市区町村が必要な税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な
     資料を他の行政機関等に求めることに同意します。
（３）公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
（４）この申請書は、市区町村において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。
（５）市区町村が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、市区町村が定める期限までに、
　　申請・請求者に連絡・確認できない場合には、市区町村は当該申請が取り下げられたものとみなします。
（６）給付金の支給後、平成25年の所得額が変更となり児童手当の所得制限限度額以上になった場合など、子育て世帯臨時
　　特例給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、子育て世帯臨時特例給付金を返還します。

申請内容確認書類

（４．受取方法にＢ・Ｃを選択した場合は、本人確認書類の写しを提出してください。）

※住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し

振込先金融機関口座確認書類

※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュカードの写し

（必ず提出してください。）

所属庁から交付される「児童手当（特例給付）受給状況証明書」を併せて提出してください。

店番号

□Ｃ　現金による支給を希望
（金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方の取扱いであるため、原則としてA又はBを選択してください。）

【誓約・同意事項】

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座
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